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第８回「聴覚障害者と高等教育」フォーラム プログラム 
 

 
開催日 ： 平成 17年 5月 14日(土) 10：00～15：00 
 
プログラム  
第１部「日本での支援の取り組みの現在」ポスター発表 
 
10：00～11：50   
発表① 「手話通訳による大学の講義保障－講義通訳の質向上に向けた取り組み－」 

群馬大学 金澤貴之 
発表② 「音声同時字幕システムによる講義保障における中間支援者の役割」 

群馬大学・東京大学・（株）ビー・ユー・ジー  菊池真里・金澤貴之 
発表③ 「日本福祉大学社会福祉学部における障害学生支援とＦＤ活動」日本福祉大学 篠田道子 
発表④ 「入学時のサポートプログラム」       同志社大学学生支援センター 土橋恵美子 
発表⑤ 「全学的な障害学生支援体制について」             広島大学 田中芳則 
発表⑥ 「SCS研修」                                        福岡教育大学 太田富雄 
発表⑦ 「愛媛大学の取り組み～現状と課題～」            愛媛大学 高橋信雄・原田美藤 
発表⑧ 「地域の派遣システムを活用した講義保障の運営」     愛知教育大学 岩田 吉生 
発表⑨ 「遠隔地聴覚障害学生支援システム」      

その1 遠隔地リアルタイム字幕挿入システム   筑波技術短期大学 三好茂樹 
その2 遠隔地情報保障システム         筑波技術短期大学 河野純大 

発表⑩ 「障害者支援にかかわる教職員を支援するための研究」  
メディア教育開発センター  広瀬洋子・大倉孝昭 

発表⑪ 「支援者・教職員を対象とした障害理解プログラム」  
宮城県・仙台市聴覚障害学生情報保障支援センター 松崎 丈 

発表⑫ 「外部からの高等教育支援コンサルティングの取り組み」 
関東聴覚障害学生サポートセンター 中島亜紀子 

発表⑬ 「日本における聴覚障害学生高等教育支援の実態」    PEPNet－Japan 白澤麻弓 
 
＊全ての発表は、開催時間中、ポスター発表形式で同時に行われます。 
尚、発表題目は当日変更する可能性がありますのでご了承ください。 

 
第 2部 PEPNet-Japan 第 2回聴覚障害学生高等教育支援アメリカ視察報告会 
－ロチェスター工科大学（RIT）、国立聾工科大学（NTID）、ニューヨーク市 3大学における 

聴覚障害学生支援の視察報告－ 
 
13：00 視察団代表挨拶              筑波技術短期大学  根本 匡文 
13：10 第２回アメリカ視察の概略 

宮城県・仙台市聴覚障害学生情報保障支援センター  松崎  丈 
13：25 報告①初めて支援組織を作る大学のために 静岡福祉大学    平井 利明 
13：45 報告②教員・職員に求める支援の在り方  日本福祉大学    藤井 克美 
14：05 報告③聴覚障害学生の主体的な参加をめざした取り組み 

    群馬大学      菊池 真里 
14：25 将来への展望              筑波技術短期大学  白澤 麻弓 
14：45 質疑応答 
15：00 閉会 
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手話通訳による大学の情報保障 
̶講義通訳の質向上に向けた取り組み̶ 

        群馬大学教育学部 
金澤 貴之 

 
１．群馬大学における手話通訳体制 
 大学での情報保障は，地域の手話通訳等の支援

事業に比べて未整備な分，考えるべき要素が多い。

聴覚障害学生の情報保障として，何を，どのよう

にして，どの程度行うのか，ということの全てに

わたって，各大学で考え方がまちまちである。し

かしそれは逆に言えば，新しく取り組む際に，十

分に練ったガイドラインを築いていくことで，独

自に整備していくことが可能であるともいえる。 
 群馬大学教育学部では，平成 15年に１名の聴覚
障害学生が入学したことをきっかけに，情報保障

体制の整備を進めてきた。翌 16年には２名の聴覚
障害学生が大学院に入学したことで，手話通訳に

よる情報保障の体制に着手した。 
 平成 16年度は，手話通訳を主業務とする職員１
名分（週 30時間）を採用した（２名による交代勤
務）。その一方で，講義の手話通訳は２名で行うた

め，講義の時間にあわせて外部の手話通訳者にも

来て頂いた。そして講義終了後には手話通訳者と

聴覚障害学生による反省会を実施してきた。今年

度に入り，職員２名分（週 60時間）を採用（３名
による交代勤務）したことで，手話通訳に関して

は，外部にほとんど依頼することなく，学内スタ

ッフによる情報保障体制を実現している。 
 情報保障の対象は，原則として，大学として公

的に行う活動で，本人が情報保障を望むもの全て

を指す。具体的には，講義だけでなく，入学式，

大学主催のオリエンテーション，就職ガイダンス，

そして必要であれば，教員・事務員への相談など

である。誰でも等しく利用できるはずの大学のサ

ービスは，正規の学生である障害者も等しく受け

られる権利もっており，大学にはその権利を保障

する義務がある。このことは発達障害者支援法第

８条２においても，「大学及び高等専門学校は、発

達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配

慮をするものとする」と明記されている。したが

って，少なくともこれらの活動に関しては，最低

限，情報保障が「ある」という原則を崩さないよ

うにしている。そしてこれらは大学が公的に行う

性質のものであるため，無償ボランティアという

形は採っていない。 

 一方，サークル活動や自主的な勉強会などは大

学による公的な情報保障の対象に含めていない。

これらは一見，公的な情報保障がなくて当然のよ

うにも思われるが，これらの活動も，障害のない

学生は情報保障の心配をすることなく当たり前の

ように参加できる活動であることは忘れてはなら

ないだろう。ただ，現状としては，周囲に手話が

できる学生などが増えたため，学生同士による「歩

み寄り」もそれなりに機能している。 
 こうした取り組みを前提としつつ，さらにその

質を高めていくための方法を日々模索している。

本稿では特に手話通訳による情報保障の質的向上

に向けた取り組みについて報告する。 
２．なぜ，「常駐」手話通訳なのか 
 本学における手話通訳体制の特徴は，手話通訳

者を職員として雇用した点にある。このことには，

大きく４つの理由がある。 
 １点目は，地域の「手話通訳派遣」の現状から

見た，大学への手話通訳派遣の難しさである。地

域の手話通訳者は決して充足しているわけではな

い。一方，大学で学ぶ聴覚障害学生の情報保障を

行おうとすると，高度な専門用語や学術的な独特

のレトリック，さらに話の論理構造を正確に訳出

しなければならない。その上，毎週の講義のコマ

数を考えると，拘束時間も長い。つまり，地域の

手話通訳派遣に依存して大学の情報保障を行おう

とすることは，地域の指折りの優秀な手話通訳者

を長時間大学で拘束することになる。そのため，

一見，地域にある制度を適切に活用しているつも

りが，実は決して十分ではない地域の資源に大き

な負担をかけてしまいかねない。 
 ２点目は，学生を支援者として活用することの

難しさである。もし手話通訳の技術を持った学生

がいれば，学術的な議論の通訳に関しては，耳慣

れている分，地域の通訳者よりも適している可能

性もありうる。しかし現実的には，そのようなス

キルを持った学生がほとんどおらず，少なくとも

現時点ではこの選択も難しい。 
 さて，上記の２点については，比較的消極的な

理由である。しかしそれだけではなく，積極的な

理由もある。それが３点目と４点目の理由である。 
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 ３点目は，手話通訳者が支援室に「常駐」する

ことで，いつでも必要な時に手話通訳が行える体

制を作ることができるということである。１で述

べたように，情報保障の必要性は，講義のみに限

定されるものではない。しかし，必要とされる時

間にあわせて手話通訳者を依頼する方法では，突

発的に手話通訳が必要になった場合の対応ができ

ない。それが，職員として手話通訳者を固定する

ことで可能になる。 
 ４点目として，より質の高い講義保障を目指し

た取り組みが行いやすいということがあげられる。

具体的には，１）教員や学生との連絡が密にとれ，

要望が伝えやすい，２）直前の資料追加などへの

対応も含め，事前準備がしやすい，３）講義終了

後の反省会に十分な時間がとれる，４）教員も交

えた研修会が行える，といったことがあげられる

（その成果の一部は，金澤・松田・伊藤・茂木・

下島・菊池（2005）を参照されたい）。 
 以上の理由から，平成 16年度はパート職員によ
る常駐手話通訳者１名体制を実施し，今年度から

は２名体制に移行した。以下に，講義通訳の質的

向上を目指した取り組みとして，特に反省会に焦

点をあてて報告することとする。 
３．講義通訳終了後の反省会について 
 反省会は，毎回の講義通訳終了後，障害学生支

援室で行われる。聴覚障害学生も同席し，会の様

子はビデオカメラで収録され，文字おこしをし，

反省会記録として残されている。 
１）反省会の概要 
①聴覚障害学生からの指摘，コメント 
a）手話単語について，誤って表現されていると思
われるもの，単語がわからず表現できなかったも

の指摘（例：「プロテスタント」「牧師」「チェコ

スロバキア」「実践」「述語」「能動態」） 
b）手話表現の仕方の提案（以下は例） 
・「情報が溢れる」は，自分に向かって波が押し寄

せてくるように表現する。 
・手話単語がわからない時，そのことにこだわり

すぎて遅れてしまうよりも，とにかく表出を。 
・単語，単語で切るのではなく，文節で区切る。 
②手話通訳者からの反省や聴覚障害学生への質問 
a）手話単語についての質問（例：「オックスフォ
ード」「パブリックスクール」） 

b）手話表現についての疑問（以下は例） 
・「いきなり読むのは（難しい）」 
 /突然/読む/ → /知識/ない/読む/ 

c）通訳が難しい状況についての相談 
・板書を指さすだけで質問する先生への対応（「こ

れとこれだったらどうなる？」→あまりに理解で

きない時は先生に聞き返す，もしくは改めて先生

に要望をする） 
・聴覚障害学生が資料を見ている時は待つべきか 
→（私の場合は）待たずに話し手のペースにあわ

せてもらって構わない。 
③手話通訳者同士で指摘，コメント 
 フォロー役の通訳者は，音声と手話との比較が

できて全体を見渡せる。その立場から，手話表現

や読み取りの適切性や，他の学生と聴覚障害学生

との反応の違いを元にした指摘などがなされる。 
④次回の講義で注意する点，連絡事項の確認 
⑤終了後，ビデオをもとに，反省会記録を作成 
２）反省会を通しての成果 
 支援室職員から以下の点があげられている。 
・手話通訳者の技術向上につながる。 
・手話通訳者と聴覚障害学生の双方の要望を伝え

あうことができる。 
・曖昧だった点，情報が漏れた点が補足できる。 
・専門用語について，音声日本語と手話のラベル

との違いを考慮しつつ，手話を決め，固定化する

ことができる。 
・教員の話し方や展開の仕方，講義全体の進め方

に応じた対応が検討できる。 
・手話通訳者間の意思疎通が図れ，フォローの仕

方を工夫できる。 
４．さいごに 
 本学教育学部障害学生支援室での手話通訳の質

的向上を図る取り組みの１つ１つは，地域や他大

学でも行われてきたことであり，取り立てて珍し

いことではない。とはいえ，やはり職員による常

駐手話通訳という体制を組んだことで，恒常的に

取り組めるという点は大きなメリットであり，着

実により良い情報保障の実現に向かっているとい

う手応えを感じつつある。まだまだ立ち上げたば

かりの取り組みであり，ぜひ皆様から忌憚のない

ご意見を頂ければ幸いです。 
文献 

金澤貴之・松田直・伊藤本子・茂木京子・下島恭

子・菊池真里（2005）「聴覚障害を有する学生が
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介在することによって生じる諸問題の検討―」群

馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編、第 54
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音声同時字幕システムによる講義保障における中間支援者の役割 
○菊池 真里 1)・金澤 貴之 2)・中野 聡子 3)・黒木 速人 4)・井野 秀一 4)・堀 耕太郎 5) ・伊福部 達 4) ・福島 智 4)  

群馬大学大学院 1）、群馬大学 2）、東京福祉大学 3）、東京大学 4)、（株）ビー・ユー・ジー5) 

 

1. 音声同時字幕システムの概要 
音声同時字幕システムとは、東京大学先端科学

技術研究センター伊福部研究室と（株）ビー・ユ

ー・ジー（以降 BUG）が共同で開発した、音声
認識を用いて音声を文字化するシステムのこと

である。講演などの会場での話者の音声を、遠隔

地にある BUG に送信し、話者音声の復唱がなさ
れ文字化される。その文字化された字幕は誤認識

を含んでいるので BUG 内で誤認識を含んだ字幕
の修正を同時に行った後、会場に送信され、字幕

として呈示される。このシステムを群馬大学での

講義に適用させることを 2004年度の 4月から行
ってきた。その適用にあたり、従来 BUG 側で行
っていた字幕の修正作業を、教室内にいる中間支

援者が行うように変更した。概略を下に示す。 

 
表１：音声同時字幕システムを 
群馬大学内での講義に適用した例 

 
2. 中間支援者の役割 
誤認識を含んだ字幕の修正作業は、恒常的に情

報保障に携わっている者や、授業の内容や大学内

の事情などに明るい学生が担当した。その結果、

学内で使われている固有名詞などに対して正確

な修正を行うことができた。 
また修正作業以外で、中間支援者が担う役割と

しては、(1) BUG とのチャットを用いての通信、
(2)システムにトラブルが生じた時の代替手段と
しての連携入力による要約筆記がある。(1)(2)の

それぞれについて、群馬大学での適用で運用状況

について述べる。 
(1) 本来は利用する機材接続に関するネットワ
ーク等の知識を持っており、トラブルシュー

ティングを行える者が担当できればよかっ

たのだが、群馬大学での適用では、トラブル

シューティングを行うのに十分な専門的な

知識は持っていなかったため、トラブルに対

しては BUG 側の担当者からチャットで指示
を仰ぎながら解決にあたった。（一例として、

2004年 12月 6日のチャットの記録を下に示
す。「sapporo_corabo」は BUG 側であり、

「jimaku-gunma」は群馬大学側である） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 連携によるパソコン要約筆記が可能な者が
中間支援者となることで、ネットワークに不

具合が生じてシステム運用ができなくなっ

たときに、情報保障としての要約筆記を行う

ことができた。 
 
3. 誤認識を含んだ字幕の修正作業 
中間支援者の主な役割は、誤認識字幕の修正作

業である。中間支援者が行う修正作業の効率を上

(11:27:51 ) jimaku-gunma says: 
そちらの復唱の様子は変わりないですか？ 
(11:23:31) sapporo_corabo says: 
音声がときどきぶちぶち雑音が入ります。 
(11:24:21) sapporo_corabo says: 
音声のノイズは、マイクの雑音に聞こえます。 
(11:24:43) sapporo_corabo says: 
音声が 2秒くらい切れました。 
(11:30:19 ) jimaku-gunma says: 
2 秒くらい切れたので復唱ができずに、その間字
幕がとまったということでしょうか？ 
(11:25:40) sapporo_corabo says: 
少し前は、そうです。そのもっと前は違うとおも
います。 
(11:31:29 ) jimaku-gunma says: 
修正クライアントのアプリ上の問題ということで
しょうか。 
(11:27:35) sapporo_corabo says: 
ネットワークの問題かもしれません。今日は、こ
ちらでは、映像と文字データーは同じネットワー
クを使っています。はいつ変更されたのでしょう
か？ 



 

5 

げることができるよう、修正作業の環境の整備を

工夫した。 
(1) 修正の作業環境（ハード面）での整備 
① 修正用ソフトウェアの使用 
 要約筆記用のソフトウェアである IPTalk を修
正作業に用いたとき、修正前の字幕が一度呈示さ

れた上に修正後の字幕が一気に上書きされる形

で呈示される。そのために一度眼を字幕から離す

と今どこまで読んだのかわからなくなるなどの

声が聴覚障害学生から出された。そこで BUG が
開発した修正用ソフトウェア（修正クライアン

ト）を用いることで、修正後の字幕だけを、文章

単位ではなく修正を終えたものから順次、呈示す

ることができた。 
② 音声遅延装置（VideoBox）の使用 
教室内の音声が字幕化され、中間支援者のもと

に届くまで約 4秒かかる。そこで遅延を 4秒に設
定した遅延音声を聞いて修正作業を行った。遅延

音声を聞いて修正を行った中間支援者からは、修

正作業に遅延音声は不可欠だと感想が出された。

しかし丁寧に字幕を修正しようとすればするほ

ど、修正時間を要するためにタイムラグが大きく

なる。最適な遅延時間について今後の検討が必要

である。 
 

4. 誤認識の修正以外の修正作業 
① 鉤括弧の挿入 
話者が、他者になりきってトーンを変えて言う

言葉（台詞）の終わりには「～と」「～といった」

「～という」などの言葉が後に続くために、台詞

の終わりを把握しやすいが、台詞の冒頭は分かり

づらい。そこで台詞は鉤括弧で挟むことにした。

例を下に記す。 
未修正：でもオレもたないからして 
修正後：でも、「オレもたないからして」 
鉤括弧の挿入がないと台詞の冒頭が、「でも」

からか「オレ」からなのかどこかを把握できない。 
 
② 改行の挿入 
改行の挿入を行うことで、修正に時間がかかる

ため、挿入を行わない場合に比べて、タイムラグ

はますます大きくなるが、読みやすさが格段に向

上した。 
（例を下に記す。上が改行の挿入なしの字幕、

下が挿入ありの字幕） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 今後の課題 
群馬大学では、支援対象の聴覚障害学生の意見

も取り入れながらいくつかのパターンで字幕の

呈示を試みてきた。その結果、聴覚障害学生は、

タイムラグが大きくても読みやすい字幕を望ん

でいることがわかった。完全な修正を目指すので

はなく、字幕の文章の意味が理解できる程度に修

正を行うとき、タイムラグが犠牲になってしまう

のは仕方がない、ということである。修正者が一

人という条件下のとき、修正を十分に行った読み

やすい字幕とタイムラグを小さくした字幕を両

立させることは難しい。このふたつのバランスを

どうとっていくかについてはさらに検討しなけ

ればならない。  

ただし、これはそんなにバラ色の話かというとそ
うではなくて、小泉首相がよく話しています。い
ろんな形で合理化を進めていますね。民営化を進
めていますね。なるべく運転民間でできるもの民
会と話していますね。それと同じ発想で、地方自
治体でできるものは地方自治体であるいは、国立
大学もそうですが、法人化できるもの法人化へ。
そのように国の負担をできるだけ減らしていく。
言い方を変えると地方自治体の負担を増やしてい
くということです。でも財源は限られていますか
ら増えませんね。そのときに、十分な予算がない
中で進められていく安価な障害者福祉になるとい
うことも言えるかもしれません。。そこが、少し怖
いところだと思います。前感想で書いてくれた人
がいましたが、グループホームなんか作ったらい
い参りももっとお金がかかりそうだというふうに

ただし、これはそんなにバラ色の話かというとそ
うではなくて、小泉首相がよく話しています。い
ろんな形で合理化を進めていますね。 
民営化を進めていますね。 
なるべく民間でできるものは民間で、と話してい
ますね。 
それと同じ発想で、地方自治体でできるものは地
方自治体で。あるいは、国立大学もそうですが、
法人化できるもの法人化へ。 
そのように国の負担をできるだけ減らしていく。
言い方を変えると地方自治体の負担を増やしてい
くということです。 
でも財源は限られていますから増えませんね。 
そのときに、十分な予算がない中で進められてい
く、安価な障害者福祉になる、ということも言え
るかもしれません。
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日本福祉大学社会福祉学部にお
ける障害学生支援とFD活動

日本福祉大学社会福祉学部

大泉溥、藤井克美、篠田道子

日本福祉大学における
障害学生支援の概要

１）障害学生支援センターによる取り組み
・障害学生の学生生活支援、相談
・障害学生支援センター教員の採用
・受講支援学生の募集、養成、コーディネート
・バリアフリー化に向けた施設整備の点検と改善
・地域や関係機関との連携・諸機関との情報交換
など

２）特徴ある教育支援プログラム（GP）による取り組み
・学生とともにすすめる障害学生支援
・障害学生とともに全学生が成長しあう教育システム
・教育のユニバーサルデザイン化

日本福祉大学の取り組みの特色
障害学生支援を通じて健常学生と障害学生が 進学相談・受験相談から学習・生活条件整備、

ともに成長しあうこと キャリア形成支援に至るまでの支援

全ての学生に学習権を保障し、学習つくらないこと

社会への還元 授業改善

地域との連携 教職員 個々の学習支援

企業との連携 障害学生 健常学生 学生のキャリア形成

学習支援機器の研究・開発 学生の心のバリアフリー化

学生とともにすすめる障害学生支援

地域のバリアフリー化 教育のユニバーサルデザイン化

実践的モデル

日本福祉大学における
障害学生数の推移（１）

（ ）は要支援学生数
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障害学生への学習支援
（障害学生共通）

①授業保障（講義・ゼミ・スポーツ・語学）

②講義用教材の工夫

③受講アシスタント（TA）の配置
④受講支援ボランティア学生の確保・調整

⑤定期試験における配慮（時間延長・

点字受験・パソコンによる回答等）

障害学生への学習支援
（視覚障害学生）

①レジュメや資料の点字化

②弱視学生には拡大文字の資料を作成

③音読サポート

④講義の録音

⑤盲人用パソコンや立体コピー機の設置

障害学生への学習支援
（聴覚障害学生）

①字幕付ビデオの作成

②OHCシステムの整備
③ノートテイカーの配置支援

④手話ができる学生の育成

⑤英語の授業（特別クラスの設置）

障害学生への学習支援
（肢体不自由学生）

①ノートテイカーの配置支援

②レポート等の提出期限延長や

提出方法の相談

③障害者スポーツクラスの設置

FD活動について
Â Faculty Development活動とは、大学の教育内
容・方法の改善を図るための組織的な活動

①授業内容や方法の改善

②教員相互間の授業参観

③シラバスやカリキュラムの検討

④新任教員のための研修会

⑤ワークショップやシンポジウムの開催や参加

日本福祉大学社会福祉学部における
FD活動の概要

①学生による授業評価のアンケート

WEB利用のペーパーレス方式
②新入生アンケート

③FDフォーラム（年１回）
授業改善をテーマに学生と教員が共同で企画

④FD教員研修会（年２回）
⑤「私の授業実践」の冊子化

個々の教員の障害学生への授業の工夫を紹介
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FD教員研修会での取り組み
１）教員による障害学生支援の工夫例を発表し、

共有化する

①古典的な教育技法の工夫

（話し方、板書のし方など）

②ビデオやレジュメなどの教材の工夫

③機器の活用方法の工夫

④障害学生支援の課題の整理

２）外部講師を招いての講義・シンポジウム

「私の授業実践」での取り組み

①ニューズレターに随時掲載して情報提供

②「障害学生への授業の工夫」をテーマとして

原稿依頼⇒冊子化して全教員に配布

障害学生支援は地道な
努力の積み重ね

Â FD活動では、各教員が日々の実践の中で
試行錯誤を繰り返していること、工夫を重ね

努力していることが明確になった。

Â障害学生支援には万能薬的な方法があるわけで
はなく、地道な努力の積み重ねであることを実感。

障害学生支援における本学の課題

①異なる障害を持つ学生が複数名受講して

いることへの配慮の困難さ

②グループワーク、ロールプレイ、

プレゼンテーションへの対応

③現場学習の工夫や関係機関との調整

④国家試験対策講座への対応

⑤就職やキャリア開発への対応

⑥ゼミナール活動や課外実習への対応

おわりに――教育のユニバーサルデザイン化――

本学の取り組みは、多額の経費投入による施設設備
の大幅な改善や、専門スタッフの採用を前提とした 事
業ではなく、現行の条件のもとで障害学生を受け入れ、
ともに問題の解決に向けて努力してきたもので、関係
者の創意工夫により、すぐにでも実現可能な「実践的モ
デル」を提供してきたところにその特徴があります。

こうした取り組みは、障害学生の利益だけではなく、す
べての学生のための「教育のユニバーサルデザイン
化」に結びつくものであると考えています。
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入学時のサポートプログラム 

 
同志社大学 学生支援センター 学生支援課 

 
 
同志社大学では、学長の諮問機関である全学組織のノーマライゼーション委員会のもと、

2000年 5月に「障がい学生支援制度」をスタートさせ、障がい学生の相談窓口を現在の
学生支援センターに一本化し、手話通訳者と点訳者を常勤のコーディネーターとして配置

して、正課授業の体系的保障および施設面・生活面での有機的支援を行っている。 
 
入学時のサポートについて 
【学生に対して】 

本学合格者に配布する第一次手続郵送物の中に『障がい学生支援制度―案内パンフ

レット』を封入し、同志社大学では身体に障害のある学生が学べる環境整備をしてい

ることを周知の上、募集、養成、派遣を行う。 
 
○利用学生（障がい学生＝challenged） 
入学前 

4月からの大学生活を順調にスタートさせるため、第一次手続郵送物に同封する
『障がい学生支援制度―案内パンフレット』の中で利用学生には、「3月中に在学
学部事務室、教務主任、学生支援課と相談すること」を勧める。 

    ↓ 
制度の利用を希望する入学予定学生に対して、早急に本人と大学（在学予定学部

事務室と学生支援課）が入学式及び入学後についてどのような配慮を求めるか、

大学でどのような対応が可能か等相談する。 
↓ 
希望する配慮内容により、教務主任を含め適宜相談する。 

入学後 
具体的な講義保障や生活補助について相談し、講義開始と同時に支援スタッフを

派遣する。 
↓ 

    講義保障や生活補助が的確に行われているか、スタッフの質や理解はあるか随時

相談する。 
  【ポイント】制度利用が必要な障がい学生を把握するために 

制度利用学生は障がい学生全体の約 10％となっている。その理由として、制度
を利用する必要がない。②制度を利用したくない。③制度のことを知らない。の 3
点が考えられるが、③については制度を周知徹底できていない大学に起因する。

そこで、入試課との連携を図っているが、聴覚障がい学生の場合、一般入試では
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確認が不可能であることから、『障がい学生支援制度―案内パンフレット』を

2003年度より作成・配布し、大学ホームページにも同様の情報を載せてきた。少
なくとも、2003年度以降に入学した障がい学生は確実に案内パンフを手にしてい
る。 

 
 ○支援スタッフ 
  入学前 

どのような制度なのか、また、どのような流れで登録、派遣されるのかを記載し

た『障がい学生支援制度―案内パンフレット』を合格者全員へ郵送する。 
  入学後 
    入学式当日より、学生支援課の窓口で担当者が随時制度説明と登録受付を行う。     
    ↓ 

4月中は臨時講習会を設け、スタッフ養成を行い登録、派遣を行う。5月より毎
月講座・講習会を開講しレベルアップをはかる。 

    支援活動に対して、正課授業の保障については 870円／時間～1305円／時間と
交通費を支払い、責任感をもって対応してもらう。 

  【ポイント】支援スタッフを集めるために 
   謝礼の見直し 
    それまで 500円／時間と低額に押さえてきた学生スタッフへの謝礼を、2005年

度から学内アルバイトと同額の 870円／時間とした。結果として、これまで少な
かった学部学生が増え、全体的な母数が膨らんだ。 

    ＊但し、通訳という重大な責任を伴うことに変わりないため、講座受講を条件と

し、講義保障をしっかり理解した上で派遣する。 
   あらゆる機会を捉えての情宣 

オリエンテーション期間（4月 2日～4月 7日）での説明はもとより、当センタ
ーの S-cube Net（広報誌）、S-cubeビジョン（ビジュアル媒体）、ふらっと（映
画上映会など）やOne purpose（学生向け大学広報誌）などの媒体・機会を通じ
て情宣をしている。また、利用学生を含めて S-cube 企画（筍掘り等）に参加し、
制度の輪を超えてコミュニティを作っている。 

 
◆ 教職員に対して 

全ての教職員に対して、『障がい学生支援制度―教職員のための手引き』を前年度

中に配布。裏面には、学部事務室用マニュアルとして、障がい学生支援制度で現在可

能となっている支援内容、不可能となっている支援内容一覧を載せ、学部事務室等に

相談にくる障がい学生へ対応できるようにしている。 
利用学生が受講（予定）する全ての初回授業またはそれ以前に、利用学生が在籍す

る学部事務室担当者が「利用学生および支援スタッフに対する配慮と理解」を求める。 
以後、利用学生およびスタッフの声を聞き、配慮が必要と思われるときは、随時、

本人を含め学部事務室と学生支援課も加わり相談を行う。 
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 全学的な障害学生支援体制について 

広島大学 障害学生就学支援部会 
I. はじめに 
 広島大学では，すべての学生に質の高い同一の教育を保障し，物理・情報・制度・心理

的にバリアフリーの誰もが学びやすい就学環境を整備することに，全学で取り組んでいま

す。現在、20 名の障害のある学生(以下、障害学生と略)が在籍しています。 

 

II. 支援の実施体制について（図１参照） 
[1] 責任の明確化： 
 障害学生が所属する学部、研究科また

は専攻科が障害学生の就学支援につい

て主たる責任を持ち、学生が履修する授

業の開講部局と相互に連携・協力して就

学支援を行います。 

[2] 障害学生就学支援部会による意思決
定： 

全学的な調整が必要な事柄について

は、教育担当副学長のもとに設置された

障害学生就学支援部会が，支援に関する

基本方針、規則、予算等を審議、決定し、関係部局間の調整にあたっています。各部

局から選出された教員は、「部会スタッフ」と呼ばれ、支援の要として部局間、障害学

生・教職員間の交渉・連絡・調整を行い、授業担当教員に障害学生のニーズや留意事

項を伝達します。 
[3] 就学支援検討グループによる企画立案： 

部会のもとに就学支援検討グループを設置し、就学上のさまざまな問題を随時扱い、

速やかな解決を図っています。就学支援検討グループは、各学部・研究科から選出さ

れた部会スタッフおよびボランティア活動室スタッフで構成し、就学支援の具体やボ

ランティア活動室の運営等の方針の企画立案にあたっています。 
[4] ボランティア活動室での実践： 
 「ボランティア活動室」は，多目的な日常の支援の拠点です。各種情報支援機器やコ

ンピュータが置かれ、支援を行う学生の育成、障害学生の自習や支援活動に利用されて

います。また、障害学生、支援学生、教職員の相談・交流の場としても活用されていま

す。ホームページを開設し、支援関連情報の全学共有化を図っています。ボランティア

活動室には情報支援機器を利用した支援方法の開発と体系化および、実習指導を行う障

害学生支援担当教員と、支援学生・障害学生･教員の連絡・調整と相談を行う情報支援

コーディネータ各１名が勤務しています。 
[5] 障害学生を含めた学生スタッフの活躍： 
 学生スタッフとして、障害学生の所属部局からは各１名ずつ学生コーディネータ(有
償)を選任しています。学生コーディネータは部会スタッフを補佐し、ボランティア活

図１ 就学支援体制 
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動室と連携・協力しています。後述する実習のティーチングアシスタントと並んで、学

生スタッフの存在は、きめ細かな運用のためだけではなく、支援について学生側からの

評価・意見が随時反映でき、極めて重要な意義を持ちます。 
 
III. 支援の実施内容について 
[1] 基本方針:評価基準と情報保障 
 広島大学の障害学生修学支援の基本方針は、障害学生が他の学生と同一の内容の授業

を受け、同一基準で評価されるということです。しかし、授業には、数えられないほど

の文字・音声･視覚・触覚情報が含まれているので、障害の内容と程度に則して、情報

の伝達方法を工夫する必要があります。このことを授業における「情報保障」と呼んで

います。本学では、入学前から卒業までの一貫した授業支援の流れを整備し、半期毎に

授業開始前から、期末試験終了後までの各段階で、学生教職員一体型の授業支援を実施

しています（図２参照）。 

[2] 支援内容の決定：合格後相談 

個々の障害学生が受ける支援は、本人の申し立てにより、学生と大学双方のするべ

きことを、十分相談した上で、実施しています。具体的な支援内容は、障害学生の合

格が決まり次第、所属部局で開催される合格後相談で決定します。合格後相談の参加

者は、所属部局の部会スタッフ，チューター，

教務関係教員，ボランティア活動室教員，障

害に関する専門教員，事務系職員などです。

1年次は、教養教育科目を多く履修するので、
教養教育科目の主たる開設部局である総合

科学部の部会スタッフも参加します。 
 

 
[3] 支援者の育成と派遣： 

 本学の取り組みの特徴の一つとして、教養教育科目による支援者の育成があります。

「障害者支援ボランティア概論」（平成 16 年度 217 名受講）では、障害の理解と支援
方法等について専門教員が講義（オムニバス形式）を行っています。「障害学生支援ボ

ランティア実習Ａ・Ｂ」（平成 16年度 88名受講）は支援技術の習得と実践を目的とし、
コース選択制で、ノートテイク、パソコン要約筆記、パソコン自動点訳、ビデオ字幕付

け等があります。ノートテイカーは障害学生の受講授業にも派遣されています。学生は、

空きコマを利用して、実習を受講し、単位取得に加えて、技術・情報の修得、支援上の

相談、障害学生との交流を得ることができます。 
 

IV. 問い合わせ： 

 広島大学障害学生支援のためのボランティア活動室（総合科学部事務棟２Ｆ） 
電話＆FAX ：０８２－４２４－６３２４ 

     電子メール ：friends@hiroshima-u.ac.jp 
    ホームページ：http://home.hiroshima-u.ac.jp/friends/ 


